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１【提出理由】

　当社は、2025年12月11日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年12月11日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社のホールディングス体制への移行、商号変更及び金融サービス分野への本格参入を行うため、現

行定款の第１条（商号）及び第２条（目的）を変更するものです。この他、株主総会及び取締役会の

柔軟な運営を図ることを目的に、現行定款第13条及び第23条について、招集権者及び議長をあらかじ

め取締役会の決議によって定めた取締役に変更するもの、また、現行定款第18条（員数）に定める取

締役の員数を８名以内から10名以内に変更するものであります。

 

第２号議案　取締役４名選任の件

金融サービス分野への本格参入に伴う経営体制強化のため、４名増員し、飯野智、富所伸広、中冨一

郎、江尻隆の４名を取締役に選任するものであります。

 

第３号議案　監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査役が株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、通常の監査役の報酬等の額とは

別枠として、監査役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年

額２億円以内、当該金銭債権を現物出資することにより発行又は処分される普通株式の総数は２百万

株以内とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

定款一部変更の件
368,138 9,799 － （注）１ 可決　95.88

第２号議案

取締役４名選任の件
   

（注）２

 

飯野　　智 364,096 13,848 － 可決　94.83

富所　伸広 364,823 13,121 － 可決　95.02

中冨　一郎 364,707 13,237 － 可決　94.99

江尻　　隆 362,655 15,289 － 可決　94.45

第４号議案

監査役に対する譲渡制限付株式の付

与のための報酬決定の件

351,005 27,181 － （注）３ 可決　91.36

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで

きていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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